
その年中の公的年金等の収入額（Ａ） 公的年金等にかかる所得の算出方法

【１０】

十
月
二
十
三
日
の
山
田
町
合

併
五
十
周
年
記
念
式
典
は
、
町

内
外
か
ら
多
く
の
お
客
様
を
お

迎
え
し
て
盛
会
の
う
ち
に
終
了

し
ま
し
た
。
あ
ら
た
め
て
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
関
係
者
の

皆
さ
ま
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

「
広
報
や
ま
だ
」十
一
月
一
日
号

が
合
併
特
集
号
に
な
り
ま
し
た

が
、
町
の
歴
史
を
語
る
資
料
で

も
あ
り
保
存
し
て
後
世
に
残
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

今
年
も
早
い
も
の
で
師
走
に

入
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
の
行

政
の
課
題
は
新
年
度
の
予
算
編

成
作
業
で
す
が
、
地
方
で
は
国

の
三
位
一
体
改
革
の
行
方
を
か

た
ず
を
飲
ん
で
見
守
っ
て
い
る

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
地
方
へ
の
税
源
移
譲
、

補
助
金
削
減
、
地
方
交
付
税
の

見
直
し
、
い
ず
れ
も
私
た
ち
に

と
っ
て
は
予
算
編
成
の
根
幹
を

な
す
も
の
で
あ
り
、
地
方
の
声

が
確
実
に
実
現
す
る
こ
と
を
切

に
願
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

師
走
と
い
え
ば
新
聞
各
紙
で

は「
今
年
の
十
大
ニ
ュ
ー
ス
」
を

特
集
し
ま
す
が
、
皆
さ
ん
の
十

大
ニ
ュ
ー
ス
は
何
で
し
た
か
。

山
田
町
長
　
沼
崎
喜
一

町
長
室
か
ら

地
方
税
法
、
所
得
税
法
な
ど
が
改
正
さ
れ
、
町
民
税
・
県
民
税

お
よ
び
所
得
税
の
計
算
方
法
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。
主
な
改
正

点
は
、
年
金
収
入
を
対
象
と
し
た
公
的
年
金
等
控
除
の
縮
減
や
、

所
得
控
除
の
う
ち
六
十
五
歳
以
上
が
対
象
の
老
年
者
控
除
の
廃
止

な
ど
で
、
特
に
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
負
担
が
増
え
る
内
容
と

な
っ
て
い
ま
す
。
町
民
税
・
県
民
税
は
平
成
十
八
年
度
分
か
ら
、

所
得
税
は
平
成
十
七
年
分
か
ら
適
用
に
な
り
ま
す
。
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公
的
年
金
等
の
収
入
額
か
ら
控
除
さ

れ
る
公
的
年
金
等
控
除
額
の
う
ち
、
年

齢
六
十
五
歳
以
上
の
方
の
控
除
額
が
見

直
さ
れ
、
最
低
保
障
額
が
百
二
十
万
円

（
改
正
前
は
百
四
十
万
円
）
と
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
所
得
控
除

の
う
ち
、
年
齢
六
十
五
歳
以
上
の
方
に

適
用
さ
れ
て
い
た
老
年
者
控
除
（
町
民

税
・
県
民
税
四
十
八
万
円
、
所
得
税
五

十
万
円
）
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

年
齢
六
十
五
歳
以
上
で
、
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
の

方
へ
の
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
急
激
な
税
負
担
の
増
加
を

緩
和
す
る
た
め
、
平
成
十
七
年
一
月
一

日
に
お
い
て
六
十
五
歳
に
達
し
て
い
た

方
（
昭
和
十
五
年
一
月
二
日
以
前
生
ま

れ
の
方
）
で
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

百
二
十
五
万
円
以
下
の
方
は
、
平
成
十

八
年
度
分
は
税
額
の
三
分
の
二
、
平
成

十
九
年
度
分
は
三
分
の
一
を
減
額
す
る

経
過
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
が
、
平
成
二

十
年
度
か
ら
は
全
額
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

町
民
税
・
県
民
税
の
所
得
割
が
課
税

さ
れ
る
す
べ
て
の
方
が
対
象
と
な
る
定

率
減
税
が
二
分
の
一
に
縮
減
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
所
得
割
額
か
ら
一
五
％
相

当
額
（
最
高
四
万
円
）
が
控
除
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、
平
成
十
八
年
度
分
か
ら

は
七
・
五
％
相
当
額
（
最
高
二
万
円
）

の
控
除
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
八
年
分
か
ら
一
〇
％
、
最
高
十
二
万

五
千
円
（
現
行
二
〇
％
、
最
高
二
十
五

万
円
）
に
改
正
に
な
り
ま
す
。

均
等
割
の
納
税
義
務
が
あ
る
夫
と
生

計
を
同
一
に
す
る
妻
の
均
等
割
の
非
課

税
措
置
が
廃
止
さ
れ
、
所
得
が
一
定
金

額
を
超
え
る
場
合
は
、
均
等
割
（
町
民

税
三
千
円
、
県
民
税
千
円
）
が
課
税
さ

れ
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
　
役
場
税
務
会
計
課
町

民
税
担
当
（
�
８
２
│
３
１
１
１
内

線
１
１
２
）
へ
ど
う
ぞ
。

○65歳以上の方の公的年金等の所得の簡易計算表（速算表）

※年齢65歳未満の方については、変更はありません。

改
正
前

改
正
後

2,600,000円以下

2,600,000円超　4,600,000円以下

4,600,000円超　8,200,000円以下

8,200,000円超

（Ａ）－ 1,400,000円

（Ａ）× 75％ － 750,000円

（Ａ）× 85％ － 1,210,000円

（Ａ）× 95％ － 2,030,000円

3,300,000円以下

3,300,000円超　4,100,000円以下

4,100,000円超　7,700,000円以下

7,700,000円超

（Ａ）－ 1,200,000円

（Ａ）× 75％ － 375,000円

（Ａ）× 85％ － 785,000円

（Ａ）× 95％ － 1,555,000円

公
的
年
金
等
控
除
額
の
改
正

老
年
者
控
除
の
廃
止

65

歳
以
上
の
方
に
係
る
非
課
税
措
置
の

廃
止
（
町
民
税
・
県
民
税
の
み
）

定
率
減
税
も
縮
減
に

生
計
同
一
の
妻
に
対
す
る
非
課
税
措

置
の
廃
止
（
町
民
税
・
県
民
税
の
み
）


